
議
案
第
二
十
六
号廿

舞

三
朝
町
身
u
心
障
害
者
医
療
費
助
成
粂
例
の
1
部
改
正
に
つ
い
て

等
甲
山
次
の
と
お
り
三
朝
町
歩
件
害
者
医
療
費
助
成
条
例
の
表
を
改
正
す
る
こ
と
に
つ
い
て
,
地
方
自
治

･
法
　
(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
)
　
第
九
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
'
本
議
会
の
議
決
を
求
め

る

｡

平

　

成

　

五

　

年

　

三

　

月

　

十

　

1

　

日三
朝
町
長

安

　

　

　

田

真

　

　

l

　

　

郎

平
　
成
五
年
事
月
せ
弐
日
　
原
寮
可
決

三
朝
町
親
金
級
長
西
村
武
津
具



三
朝
町
条
例
第
　
　
号

三
朝
町
心
身
障
害
者
医
療
費
助
成
条
例
の
1
部
を
改
正
す
る
条
例

三
朝
町
心
身
陣
害
者
医
療
費
助
成
条
例
(
昭
和
五
十
七
年
三
朝
町
条
例
第
九
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
｡

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
｡

三
朝
町
医
療
費
助
成
条
例

第
1
集
中
r
心
身
障
者
者
｣
の
下
に
r
t
そ
の
他
特
に
医
療
費
の
助
成
を
必
要
と
す
る
者
｣
を
加
え
る
｡

弟
二
条
第
一
項
本
文
中
｢
r
心
身
辞
書
者
｣
｣
を
｢
r
医
療
費
受
給
者
J
 
L
に
改
め
､
同
項
に
次
の
二
号
を
加
え
る
｡

三
　
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
(
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
二
十
九
号
)
許
五
条
弟
一
項
に
規
定
す
る
配
併
者
の
な
い

女
子
で
､
現
に
義
務
教
育
終
了
前
の
児
童
(
十
五
歳
に
連
し
た
日
の
属
す
る
学
年
の
末
日
以
前
の
児
童
を
い
い
'

同
日
以
後
引
き
続
い
て
中
学
校
又
は
盲
学
校
'
聾
学
校
若
し
く
は
養
護
学
校
の
申
学
部
に
在
学
す
る
児
童
を
含
む
｡

以
下
同
じ
｡
)
を
扶
養
し
て
い
る
者
及
び
そ
の
昔
が
扶
養
し
て
い
る
義
務
教
育
終
了
前
の
児
童

ヽ

四

　

三

歳

未

済

の

者

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ノ

弟
二
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
｡

3
　
こ
の
条
例
に
お
い
て
r
被
保
険
者
等
｣
と
は
'
社
会
保
険
各
法
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者
'
組
合
鼻
若
し
く
は
被

扶
養
者
(
こ
れ
ら
の
者
で
あ
っ
た
者
を
含
む
｡
以
下
同
じ
｡
)
又
は
社
会
保
険
各
法
以
外
の
法
令
の
裁
定
に
よ
り
医

簾
費
を
負
担
す
る
患
者
若
し
-
は
そ
の
配
僻
暑
苦
し
-
は
民
法
(
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
)
第
八
育
七
十



七
粂
第
i
項
に
定
め
る
扶
養
義
務
者
を
い
う
｡

第
三
条
第
一
項
中
｢
第
二
粂
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
者
｣
を
･
｢
医
療
費
受
給
者
｣
　
に
'
｢
被
保
険
者
｣
を
｢
被
保
険

者
等
｣
　
に
改
め
る
｡

第
五
集
中
｢
受
け
る
｣
を
　
｢
受
け
よ
う
と
す
る
｣
　
に
改
め
る
｡

附

　

則

こ
の
条
例
は
､
平
成
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
｡

I
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L


